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栃木県が実施する公共事業の評価システムについて 

１．概  要 

 栃木県（環境森林部・農政部・県土整備部）が実施する公共事業の効率化、重点化を図るとともに、

県民に対し実施プロセスの透明性を高めていくため、事業着手前、事業着手後長期経過時、事業完

了後の各時点において評価を行うシステムである。評価に当たっては、公共事業評価委員会（外部

委員会）において審議（報告）するとともに、結果については県ホームページ等を通じて県民に公

表する。 

 

２．事前評価システム （Ｈ１４．４．１～） 

 県民生活に与える影響が特に大きい公共事業の計画段階において、県民の幅広い意見を聴取しなが

ら、公共事業評価委員会の審議（報告）を経て、事業推進の必要性や妥当性をあらかじめ評価する。 

対象事業：県が実施する公共事業のうち、内部評価を実施した総事業費 10 億円以上の事業 

        【審議案件】                  【報告案件】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．再評価システム （Ｈ１０．１２．１～） 

事業採択後一定期間を経過して未着手や継続中の事業等について、公共事業評価委員会の審議を経

て、事業の継続、見直し、中止など事業執行に反映する。 

対象事業：県が実施する総事業費 10 億円以上の事業（H26.3 月要領改定:１０億円以上とした） 

①事業採択後、一定期間が経過した時点で未着工の事業 

②事業採択後、長期間が経過した時点で継続中の事業 

③再評価実施後、一定期間が経過している事業 

 

４．事後評価システム （Ｈ２０．４．１～） 

完了した事業について、その事業実施の効果等について確認を行い、公共事業評価委員会の報告を

経て、必要に応じて、適切な改善措置の検討や今後実施する同種事業の計画等に反映する。 

対象事業：県が実施した公共事業のうち、総事業費 10 億円以上の事業 

 

県が作成した評価資料 

事業着手 

  総事業費 30 億円以上の事業

事業着手 

総事業費 10 億円以上 30 億円未満の事業

パブリックコメント 県民意見を聴取

公共事業評価委員会で 審議 

県が事業化への対応方針を決定 

県が作成した評価資料 

公共事業評価委員会に 報告 
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平成26年度 栃木県公共事業評価委員会の年間予定 
 

第１回 栃木県公共事業評価委員会（県土整備部関係） 

日  時: ８月 ４日（月）１４：００～１７：００（予定） 場所：栃木県庁 本館６階 大会議室１ 

【再 評 価】 

道  路:(国)294号 小川湯津上ﾊﾞｲﾊﾟｽ （県） 

道  路:(国)408号 真岡宇都宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ （県） 

道  路:(主)宇都宮亀和田栃木線    （県） 

住宅市街地基盤整備:(主)宇都宮鹿沼線･一級河川姿川 藤和ﾌﾚｯｼｭﾀｳﾝ七久保 （県） 

以上 審議案件 ４件 

 

第２回 栃木県公共事業評価委員会（県土整備部関係） 

日  時: ９月 ８日（月）１４：００～１７：００（予定） 場所：栃木県庁 本館６階 大会議室２ 

【再 評 価】 

河  川:一級河川姿川 宇都宮市城山             (県） 

街  路:宇都宮都市計画道路3･3･1号  鹿沼宇都宮線     (県） 

街  路:宇都宮都市計画道路3･4･202号 古峯原宮通り外１路線 (県） 

以上 審議案件 ３件 

 

第３回 栃木県公共事業評価委員会（農政部・県土整備部関係） 

日  時:１０月２０日（月）１４：００～１７：００（予定） 場所：栃木県庁 本館６階 大会議室１ 

【事後評価】 

道  路:(一)佐野田沼インター線 田沼I C          (県) 

街  路:小山栃木都市計画道路3･4･105号 間々田北通り   (県) 

街  路:小山栃木都市計画道路3･4･103号 小山南通り    (県) 

街  路:宇都宮都市計画道路   3･4･905号 安塚駅西線    (県) 

農村整備:農業集落排水事業 上三川東部 上三川町      (町) 

農村整備:農業集落排水事業 菊沢西   鹿沼市       (市) 

農村整備:農業集落排水事業 二宮東部  真岡市       (市) 

草地開発整備:畜産基盤再編総合整備事業 栃木黒磯 那須塩原市  (農業振興公社) 

圃場整備:圃場整備事業   徳次郎   宇都宮市      (県） 

以上 報告案件 ９件 

 

第４回 栃木県公共事業評価委員会（農政部・県土整備部関係） 

日  付：１１月１０日（月）１３：３０～１６：３０（予定） 場所：栃木県庁 本館６階 大会議室１ 

現地調査：９：００～１２：００（予定） 一級河川姿川、3･4･202号古峯原宮通り外１路線（予定） 

【事前評価】 

河  川:一級河川武子川 鹿沼市白桑田 (県) 

河  川:一級河川秋山川 佐野市大橋町 (県) 

以上 審議案件 ２件 

街  路:宇都宮都市計画道路3･2･101号 大通り     (県) 

農村整備:中山間地域総合整備事業 馬頭中部 那珂川町  (県) 

圃場整備:圃場整備事業 塚崎･東野田 小山市      (県) 

以上 報告案件 ３件 

【再 評 価】 

道  路:(国)119号 日光宇都宮道路 (道路公社） 

以上 審議案件 １件 

 

予備日 日時：１月１９日（月）１４：００～１７：００（予定） 場所：栃木県庁 本館６階 大会議室２ 

 



費用便益分析の算出方法

①_道路・街路事業

総便益（Ｂ）＝Ｂ１＋Ｂ２＋Ｂ３

※　当該事業の供用開始年から５０年間の便益

Ｂ３ 交通事故減少便益
道路の整備・改良によって、交通事故による社会的損失（人的損
害額、物的損害額、事故渋滞による損失額）が減少したことで得
られる便益。

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝
総便益（Ｂ）

総費用（Ｃ）

走行経費減少便益
道路の整備・改良によって、走行条件が改善され車両が要する
走行経費（燃料費、タイヤ費、車両整備費等）が減少したことで
得られる便益。

便　益　項　目

Ｂ１ 走行時間短縮便益
道路の整備・改良によって、目的地までの走行時間が短縮した
ことで得られる便益。

内　　　　　容

Ｂ２

資料１

総費用（Ｃ）＝Ｃ１＋Ｃ２

　・除雪等に要する費用

Ｃ２ 維持管理費

費　用　項　目 内　　　　　容

Ｃ１ 事　業　費

道路供用開始から５０年間の維持管理に要する費用。

　・橋梁、トンネル等の道路構造物の点検、補修に要する費用

　・巡回、清掃等に要する費用

道路整備に要する事業費（工事費、用地費、補償費など）。
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費用便益分析の算出方法

②_河川事業

総便益（Ｂ）＝Ｂ１＋Ｂ２

　・農産物等の資産被害抑止効果

　・公共土木施設等の資産被害抑止効果

　・事業所等の営業停止による稼動被害抑止効果

Ｂ２ 残存価値
評価対象期間終了時点（施設完成後５０年）における施設の残
存価値

　・浸水後の清掃等による応急対策による事後的被害抑止効果

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝
総便益（Ｂ）

総費用（Ｃ）

便　益　項　目

Ｂ１ 被害防止便益

内　　　　　容

堤防整備等の治水事業によって、洪水氾濫被害等の防止効果
により得られる便益。（年平均被害軽減期待額により算出）

　・家屋、家庭用品等の一般資産被害抑止効果

資料１

※　当該事業の整備期間＋施設完成後５０年間の便益

総費用（Ｃ）＝Ｃ１＋Ｃ２

　・ポンプ等の運転経費

費　用　項　目 内　　　　　容

Ｃ１ 事　業　費 堤防整備等に要する事業費（工事費、用地費、補償費など）。

　・定期的に支出される設備交換に要する費用

Ｃ２ 維持管理費

堤防等の治水施設完成後から５０年間の維持管理に要する費
用。

　・堤防等の除草等に要する維持管理費
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再評価を実施する栃木県県土整備部所管事業の一覧表（審議案件）

資料２

No
事業
区分

事業
主体

路河川名等 箇所名
総事業費
（億円）

事業予定期間
再評価
分類
注１）

1 道路 栃木県 一般国道　２９４号
那珂川町･大田原市
小川湯津上バイパス

30 Ｈ12～Ｈ28 エ

真岡市 宇都宮市
2 道路 栃木県 一般国道　４０８号

真岡市･宇都宮市
真岡宇都宮バイパス

170 H15～H32 オ

3 道路 栃木県 主要地方道　宇都宮亀和田栃木線
栃木市
合戦場

48 Ｈ12～Ｈ31 エ

4
住宅市街地
基盤整備

栃木県
 道路：主要地方道　宇都宮鹿沼線
河川 級河川 姿川

道路：宇都宮市　荒針工区
河川 宇都宮市 上欠工区

道路：48
河川 21

道路：H12～H26
河川 H11 H14 オ4

基盤整備
栃木県  河川：一級河川　姿川 河川：宇都宮市　上欠工区 河川：21 河川：H11～H14 オ

注１） 再評価分類

※詳細については、栃木県公共事業評価実施要領 第５－１を参照。

ア＝事業採択後一定期間を経過した時点で未着工の事業　　イ＝事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業

ウ＝準備・計画段階で一定期間が経過している事業　　エ＝再評価実施後一定期間が経過している事業

オ＝社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

1
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資料３－１ 

道 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

（ ）は、前回(H21)再評価時

番  号 １ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 快適で安全な道づくり事業 事業所管課 県土整備部 道路整備課 

路線・河川名 一般国道 ２９４号 事業箇所名 
那珂川
な か が わ

町・大田原
おおたわら

市 

小川
お が わ

湯津上
ゆ づ か み

バイパス 

事 業 区 間 那珂川町
な か が わ ま ち

小川
お が わ

 ～ 大田原市
お お た わ ら し

佐良土
さ ら ど

 事 業 延 長 2,950ｍ 

Ｈ12年度事業化 Ｈ13年度用地着手 Ｈ19年度工事着手 

事 業 期 間 
          (Ｈ25) 

Ｈ12年度～Ｈ28年度 
事 業 

進 捗 

状 況 

基準年次：【平成26年度末時点】 

    進捗率 

[うち用地補償費]     [ 4.7億円] [100％] 

既投資事業費       21.8億円   72％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 

[ 4.7(4.5)億円] 

30.3(22.9)億円 

事 業 概 要  

一般国道２９４号は、千葉県柏市を起点に福島県白河市を経由して会津若松市に至る延長約264kmの幹線

道路である。また、本路線は本県東部を縦断し、八溝地域をはじめとする沿線地域の観光産業や経済、生

活を支える重要な路線であり、第２次緊急輸送道路に指定されている。 

しかし、那珂川町
な か が わ ま ち

小川
お が わ

から大田原市
お お た わ ら し

佐
さ

良土
ら ど

までの区間は、人家が連担し、幅員が狭小で、道路線形が屈

曲していることから、大型車交通の支障となっており、交通の円滑化と安全性の向上が求められている。 

また、朝の通勤時間帯や、観光シーズン時には、特に箒橋北の屈曲部を中心に渋滞が発生し、県東部の

広域幹線としての機能が確保されてない状況にある。 

このため、現在進められている一級河川箒
ほうき

川
がわ

の新箒橋とともに、当該区間の安全で円滑な通行を確保し、

沿線地域の観光・経済の活性化を図るため、バイパス整備を行うものである。 

事業を巡る社会経済情勢等の変化  

・平成23年の大震災や平成26年2月の大雪時には、東北縦貫道や国道4号が通行止めや大渋滞に見舞わ

れ、福島とを結ぶ幹線道路の重要性が浮き彫りとなった。 

事 業 の 投 資 効 果  

１ 費用対効果分析結果            【総便益(Ｂ)】      【総費用(Ｃ)】 

 (１)事業全体 Ｂ／Ｃ＝ 1.8                 64.0億円                35.0億円 

 (２)残 事 業 Ｂ／Ｃ＝ 5.3                 53.0億円                10.0億円 

２ 事業の整備効果等 

・大型車交通の支障となる線形不良区間を迂回することによる走行性および安全性の向上 

・新橋架設による、緊急輸送道路の機能強化 

・朝の通勤時間帯や観光シーズン時の渋滞時における通過交通の円滑化 

３ その他 

・平成25年度に一部約1.0kmのバイパス区間を先行供用し、交通の分散が図られるとともに、佐良土小

学校の新たな通学路として児童の安全が確保された。 

事 業 の 進 捗 状 況 等  

１ 事業の進捗状況 

・平成25年度 用地取得完了。一部約1.0kmのバイパス区間の供用開始。 

・平成26年度末時点における工事の進捗率は約72％の予定。（事業費ベース） 

２ 今後の事業進捗の見込み 

・新箒橋や、取付部の盛土改良工事を推進しており、平成28年度内の完成供用を図る。 

コ ス ト 縮 減 等  

１ コスト縮減方策 

・再生骨材、再生アスファルト合材を積極活用しコストを縮減 

２ 代替案立案等の可能性 

・用地取得が完了しており、大部分の工事に着手していることから、本計画が最適である。 

事業の対応方針(案) 現計画で事業を継続する。 
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２００８．９．９撮影
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事業箇所（位置図・概要図）
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写真２： 佐良土交差点南側の道路線形屈曲状況 

写真３： 歩道整備の状況：幅員W=1.5m 

写真１： 箒橋北側渋滞状況 
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資料 ３－２  

道 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

（ ）は、前回(H23)再評価時

番  号 ２ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 快適で安全な道づくり事業 事業所管課 県土整備部 道路整備課 

路線・河川名 一般国道４０８号 事業箇所名 
真岡
も お か

市・宇都宮
うつのみや

市 

真岡
も お か

宇都宮
うつのみや

バイパス 

事 業 区 間 真岡
も お か

市下
しも

籠
こもり

谷
や

～宇都宮
うつのみや

市氷室町
ひむろまち

 事 業 延 長 5,200 ｍ 

Ｈ12年度都市計画決定 Ｈ15年度事業化 Ｈ15年度用地着手 Ｈ16年度工事着手 

事 業 期 間 
(Ｈ25） 

Ｈ15年度～Ｈ32年度 
事 業 

進 捗 

状 況 

基準年次：【平成26年度末時点】 

                   進捗率 

[うち用地補償費]     [ 60.0億円]  [100％] 

既投資事業費        157.1億円     92％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 

[ 60.0（ 60.0）億円］ 

170.0（154.0）億円 

事 業 概 要  

一般国道４０８号真岡
も お か

宇都宮
うつのみや

バイパスは、「新とちぎ元気プラン」においてスカイコリドールに位置づけ

られており、宇都宮
うつのみや

高根沢
たかねざわ

バイパス、真岡南バイパス等とともに常磐
じょうばん

自動車道谷和原
や わ ら

ICと東北自動車道矢板
や い た

IC を結ぶ延長約 100ｋｍの地域高規格道路「常
じょう

総
そう

・宇都宮
うつのみや

東部
と う ぶ

連絡道路」の一部を構成する広域幹線道路

である。 

本道路は整備済みの真岡バイパス、真岡北バイパスと一体となって、北関東自動車道真岡インターチェン

ジや一般国道４号へのアクセス強化を図るとともに、清原工業団地を中心に工業団地を支援し、鬼怒川左岸

地域における産業活動を支える道路である。 

平成 15 年度に全区間４車線の計画で事業に着手し、道路ネットワークの早期構築を図ることから、一部

区間を暫定２車線で整備を進め、平成25年12月に供用を開始した。 

今後、さらなる交通の円滑化を図り、宇都宮高根沢バイパス及び真岡南バイパス等の完成供用後の交通需

要の増加に対応するため、引き続き暫定２車線区間の４車線化整備を進めるものである。 

事業を巡る社会経済情勢等の変化  

・一般国道408号宇都宮高根沢バイパス・真岡南バイパスの整備が進捗し、平成32年度の完了予定となる。

事 業 の 投 資 効 果  

１ 費用対効果分析結果        【総便益（Ｂ）】  【総費用（Ｃ）】 

 （１）事業全体 Ｂ／Ｃ＝ 4.7         906.6億円       193.1億円 

 （２）残 事 業 Ｂ／Ｃ＝ 23.9         352.5億円       14.7億円 

２ 事業の整備効果等 

 ・交通渋滞緩和による交通の円滑化 

 ・北関東自動車道真岡ＩＣや一般国道４号へのアクセス強化 

・鬼怒川左岸地域の産業振興 

事業の進捗状況等  

１ 事業の進捗状況 

・平成22年度に全線の用地取得を完了した。 

・平成25年度に一部暫定２車線で全線の供用を開始した。 

２ 今後の事業進捗の見込み 

  今後は暫定２車線供用区間の４車線化工事を推進し、平成32年度に完成供用を図る。 

コ ス ト 縮 減 等  

１ コスト縮減方策 

・再生骨材、再生アスファルト合材を積極活用しコストを縮減 

２ 代替案立案等の可能性 

・用地取得が完了しており、一部暫定２車線で全区間供用開始済みであることから、本計画が最適である。

事業の対応方針（案） 現計画で事業を継続する。 
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写真１：　完成供用区間の真岡宇都宮バイパス【国道１２１号交差部】

写真２： 暫定供用区間の真岡宇都宮バイパス【清南大地高架橋】写真２：　暫定供用区間の真岡宇都宮バイパス【清南大地高架橋】

写真３：　暫定供用区間の真岡宇都宮バイパス【農業大学校付近】

3
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資料３－３ 

道 路 事 業 の 再 評 価 概 要 書 

( )は、前回(H21)再評価時

番  号 ３ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 快適で安全な道づくり事業 事業所管課 県土整備部 道路整備課 

路線・河川名 主要地方道 宇都宮
うつのみや

亀
かめ

和田
わ だ

栃木
と ち ぎ

線
せん

 事業箇所名 
栃木市
と ち ぎ し

 

合戦場
かっせんば

 

事 業 区 間 栃木市
と ち ぎ し

 都賀町
つ が ま ち

家中
いえなか

 ～ 都賀町
つ が ま ち

平川
ひらかわ

 事 業 延 長 3,200ｍ 

Ｈ12年度都市計画決定(変更) Ｈ12年度事業化 Ｈ12年度用地着手 Ｈ16年度工事着手 

事 業 期 間 

（Ｈ24） 

Ｈ12年度～Ｈ31年度 
事 業 

進 捗 

状 況 

基準年次：【平成26年度末時点】 

                   進捗率 

[うち用地補償費]    [33.0億円]    [97％] 

既投資事業費     44.7億円      93％ 

[うち用地補償費] 

全体事業費 

[34.0 (35.0)億円] 

   48.0 (45.0)億円 

事 業 概 要  

 主要地方道宇都宮亀和田栃木線は宇都宮市
う つ の み や し

上戸祭町
かみとまつりまち

を起点とし栃木市
と ち ぎ し

万 町
よろずちょう

に至る延長約31ｋｍの幹線道路

であり、本工区は「西部
せ い ぶ

広域
こういき

幹線
かんせん

（歴史ふれあいサブコリドール）」の一部を形成し、広域的な地域間交流や連

携を強化するとともに、地域の産業や観光を支援する重要な道路である。 

しかし、計画区間の現道では慢性的な交通渋滞が発生しており（橋本北交差点
はしもときたこうさてん

では朝120m渋滞）、また人家や

商店等の連たんする市街化地域であるにもかかわらず、歩道が無いもしくは幅員狭小で交通安全上非常に危険な

状況にある。 

このため、広域的なネットワークを形成し、交通の円滑化および安全確保を図るため、栃木市都賀町の市街地

東側にバイパス整備を行うものである。 

 

事業を巡る社会経済情勢等の変化  

・平成23年3月に北関東自動車道路が全線開通し、都賀ICに直接接続する本線の重要性がさらに高まった。

事 業 の 投 資 効 果  

１ 費用対効果分析結果           【総便益（Ｂ）】     【総費用（Ｃ）】 

 （１）事業全体  Ｂ／Ｃ＝ 1.0        70.3億円        67.8億円 

 （２）残 事 業  Ｂ／Ｃ＝ 5.0        13.1億円            2.6億円 

２ 事業の整備効果等 

 ・現道の渋滞緩和による自動車交通の円滑化や自転車及び歩行者の安全性確保 

・栃木県西部広域幹線道路の形成による沿線都市の地域間連携や物流機能の強化、日常生活の利便性向上 

３ その他 

 ・平成20年3月の第１期工区供用、平成25年3月の第2期工区1.0km区間の暫定供用により、合戦場小学校

や家中小学校の通学路として利用されるとともに、沿道の工業団地へのｱｸｾｽﾙｰﾄとして利用され、現道の渋滞

緩和にも寄与している。 

事業の進捗状況等  

１ 事業の進捗状況 

・1期工区(1.7km)は、平成19年度に暫定２車線で供用済み。 

・2期工区(1.5km)は、平成24年度に小山都賀線BPまでの1.0kmを暫定２車線で供用済み。現在、残り0.5km

の用地について地権者と交渉中。 

２ 今後の事業進捗の見込み 

 ・用地の取得及び工事を推進し、平成31年度までに暫定２車線で供用を図る。（全線供用） 

コ ス ト 縮 減 等  

１ コスト縮減方策 

・再生骨材、再生アスファルト合材の利用や、建設発生土の流用を積極的に活用しコストを縮減 

・上下水道工事との同時施工による、掘り返し工事の削減 

２ 代替案立案等の可能性 

・ルートについては都市計画決定されたものであり、大部分の用地を既に取得し、供用が図られていることか

ら、本計画が最適である。 

事業の対応方針（案） 現計画で事業を継続する。 
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住宅市街地基盤整備事業の再評価概要書 

（  ）は、当初計画時 

番  号 ４ 

事業主体 栃 木 県 

事 業 名 住宅市街地基盤整備事業 事業所管課 県土整備部 住宅課 

路線・河川名 
道路：主要地方道 宇都宮

うつのみや

鹿沼
か ぬ ま

線
せん

河川：一級河川 姿
すがた

川
がわ

 
事業箇所名 

道路：宇都宮市 荒
あら

針
はり

工区 

河川：宇都宮市 上欠
かみかけ

工区 

事 業 期 間 

         (Ｈ26) 

道路：Ｈ12年度～Ｈ25年度 

河川：Ｈ11年度～Ｈ14年度 

用地買収の着手
道路：Ｈ12年度 

河川：Ｈ11年度 

事業進捗状況 

道路事業【平成25年度末時点】       進捗率 

[うち用地補償費]      [35.6億円]    [ 100％] 

既投資事業費      48.3億円       93.6％ 

河川事業【平成14年度末時点】      進捗率 

[うち用地補償費]      [15.0億円]    [ 100％] 

既投資事業費      21.3億円        100％ 

住宅市街地基盤整備事業の基本方針  

 住宅建設事業及び宅地開発事業の推進を目的として、関連する公共施設の整備（道路、河川等）を行う事業

について、国が補助を行う制度（対象団地規模は300戸又は16ha以上）。 

 対象団地：藤和フレッシュタウン七久保 （計画戸数：３００戸  計画面積：２３．６ha） 

事業概要（関連する公共事業の整備）  

 当該地域は、ＪＲ東北本線「宇都宮駅」から約6.5km、東武鉄道宇都宮線「東武宇都宮駅」から約5.0kmの宇

都宮市中心市街地から真西に位置し、近隣に教育施設が複数立地する等、新たな住宅地として良好な地域とな

っている。この地域に、三菱地所レジデンス株式会社（藤和不動産）が、約23haの住宅開発計画を策定、平成

６年に約450区画の宅地造成を行う目的で開発許可を取得し事業の展開を進めてきた。 

県は、この宅地開発事業の推進を目的とし、主要地方道宇都宮鹿沼線の道路改築事業、一級河川姿川の河川

改修事業について、通常事業に加え住宅市街地基盤整備事業を導入し、事業の早期完了を目指した。 

１道路事業 

・平成11年度より、宇都宮環状道路より通常事業にて４車線化の道路整備に着手したところであるが、砥上通

り交差点より団地入り口までの1,500ｍ区間に住宅市街地基盤整備事業を導入し、団地分譲開始後に予想され

る更なる交通渋滞の緩和に取り組んだ。 

２河川事業 

・宅地造成開発の雨水の放流先である姿川は、豪雨等による浸水被害が頻発している箇所であり改修が完了し

ないと当該団地の雨水受け入れも困難な状況であったため、全体計画のうち、(主)羽生田鶴田線上欠橋から

通常事業にて河川改修に着手、さらに宇都宮市道楡木街道「前田橋」から(主)宇都宮鹿沼線「姿川橋」まで

のL=2,400ｍの区間に住宅市街地基盤整備事業を導入し、早期完了を目指した。 

事業を巡る社会経済情勢等の変化  

開発事業者は、平成６年に約 450 区画の宅地造成を行う目的で開発許可を取得後、バブルの崩壊等による

経済環境・社会状況の急変により事業の進捗が困難と判断し、本格的な工事は未着手の状態となっていた。  

そこで、平成19年には区画数を約300区画に減ずる計画で開発行為の変更許可を取得するなど、事業進捗、

工事着手に向けた検討を鋭意進めてきた。しかし、計画地周辺の住宅市況が厳しさを増し、住宅開発計画では

事業利益及び市場からの評価が期待できないことが明確な状況となったことから、平成 25 年度末に住宅開発

計画を取りやめ、市街化調整区域においても建設可能なメガソーラー（大規模太陽光発電所）サイトの造成に

土地利用の目的を変更することとした。 

 上記計画変更に伴い、住宅市街地基盤整備事業としての採択要件は満たさなくなった。 

事業の対応方針（案） 

 住宅市街地基盤整備事業は、採択要件を満たさなくなったことから、同事業に 

よる整備は中止とする。 

 しかし、道路や河川の公共施設は、住宅開発の有無に係わらず必要な社会資本で

あるため、道路については道路改築事業により継続整備し、平成 26 年度内の完成

を目指す。 

資料４－１ 
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事業箇所（位置図・概要図） 

 
標準横断図（道路） 

 

 

 

 

標準横断図（河川） 
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写真３（河川事業） 

写真１（道路事業） 
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